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5.海岸の保全に関する
その他の重要事項

『茨城沿岸海岸保全基本計画（改訂版）』（茨城県、平成28年3月）
１．海岸保全基本計画の策定について
　1.1　背景
　1.2　計画を作成する海岸の区分
　1.3　計画対象範囲
　1.4　海岸保全基本計画において定める事項
２．茨城沿岸の現況と課題
　2.1　防護面から見た現況と課題
　2.2　環境面から見た現況と課題
　2.3　利用面から見た現況と課題
　2.4　その他の課題
　　　（１）防護・環境・利用のトレードオフ
　　　（２）海岸域における他事業との関係
３．海岸の保全に関する基本的な事項
　3.1　茨城沿岸の保全の方向
　3.2　海岸の防護に関する事項
　　3.2.1　海岸の防護の目標
　　　（１）防護すべき地域
　　　（２）防護水準

　　3.2.2　海岸の防護の目標を達成するために実施しようとする施策
　　　（１）津波・高潮対策
　　　（２）侵食対策
　　　（３）海岸保全施設の整備
　　　（４）海岸保全に関する基礎的データの取得，蓄積
　　　（５）海岸保全事業の計画
　3.3　海岸環境の整備及び保全に関する事項
　　　（１）生物の生育、生息環境に配慮した海岸保全事業の推進
　　　（２）海岸景観・観光資源としての海岸に配慮した海岸保全施設の整備
　　　（３）海岸汚損の抑制
　　　（４）自然豊かな海岸環境の保全のための取組みの推進と行為の制限，徹底
　　　（５）海岸環境に関する情報の共有
　3.4　海岸における公衆の適正な利用に関する事項
　　　（１）地域振興との連携・調和
　　　（２）地域の個性を生かした親しまれる海岸づくり
　　　（３）海辺への円滑なアクセスの確保
　　　（４）海岸保全施設の更新
　　　（５）サーフィン等の海岸利用における利便性と海岸集落の快適性の向上
　　　（６）多様な海岸域利用の調整・海岸利用のルールづくり
　　　（７）海岸の魅力の発信
４．海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
　4.1　防護・環境・利用の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針
　　　　　・表4.1．各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針
　4.2　海岸保全施設の新設又は改良に関する事項
　　　（１）海岸保全施設を新設又は改良しようとする区域
　　　（２）海岸保全施設の種類、規模及び配置

　　　（３）海岸保全施設による受益の地域及びその状況
　4.3　海岸保全施設の維持又は修繕に関する事項
　　　（１）海岸保全施設の存する区域
　　　（２）海岸保全施設の種類、規模及び配置
　　　（３）海岸保全施設の維持又は修繕の方法
　　　　　・表4.3、図4.1．海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
５．これからの海岸づくりに向けた重要事項
　5.1 海岸管理者等関係機関における体制づくり
　5.2 市町村による日常的な海岸管理の推進
　5.3 海岸管理者と海岸利用者や海岸協力団体等との連携
　5.4 海岸管理者と大学・研究機関等との連携
　5.5 多様な主体との連携
　5.6 海岸愛護の啓発、海岸環境教育の充実
　5.7 地球温暖化に伴う気候変動への対応
　5.8 計画の見直し

　1.1　背景 （文章の変更）
　1.2　計画を作成する海岸の区分
　1.3　計画対象範囲 （文章の変更）
　1.4　海岸保全基本計画において定める事項 （文章の変更）

　2.1　防護面から見た現況と課題 （文章の変更）
　2.2　環境面から見た現況と課題 （文章の変更）
　2.3　利用面から見た現況と課題 （文章の変更）
　2.4　その他の課題
　　　（１）防護・環境・利用のトレードオフ
　　　（２）海岸域における他事業との関係 （文章の変更）

　3.1　茨城沿岸の保全の方向 （文章の変更）
　3.2　海岸の防護に関する事項 （文章の変更）
　　3.2.1　海岸の防護の目標 （文章の変更）
　　　（１）防護すべき地域
　　　（２）防護水準 （文章の変更）
　　　（３）気候変動への適応策 （追加項目）
　　3.2.2　海岸の防護の目標を達成するために実施しようとする施策
　　　（１）津波・高潮対策 （文章の変更）
　　　（２）侵食対策 （文章の変更）
　　　（３）海岸保全施設の整備 （文章の変更）
　　　（４）海岸保全に関する基礎的データの取得，蓄積
　　　（５）海岸保全事業の計画
　3.3　海岸環境の整備及び保全に関する事項
　　　（１）生物の生育、生息環境に配慮した海岸保全事業の推進
　　　（２）海岸景観・観光資源としての海岸に配慮した海岸保全施設の整備
　　　（３）海岸汚損の抑制 （文章の変更）
　　　（４）自然豊かな海岸環境の保全のための取組みの推進と行為の制限，徹底
　　　（５）海岸環境に関する情報の共有
　3.4　海岸における公衆の適正な利用に関する事項
　　　（１）地域振興との連携・調和
　　　（２）地域の個性を生かした親しまれる海岸づくり
　　　（３）海辺への円滑なアクセスの確保 （文章の変更）
　　　（４）海岸保全施設の更新
　　　（５）サーフィン等の海岸利用における利便性と海岸集落の快適性の向上
　　　（６）多様な海岸域利用の調整・海岸利用のルールづくり （文章の変更）
　　　（７）海岸の魅力の発信 （文章の変更）

　4.1　防護・環境・利用の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針 （文章の変更）
　　　　　・表4.1．各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針 （文章の変更）
　4.2　海岸保全施設の新設又は改良に関する事項 （文章の変更）
　　　（１）海岸保全施設を新設又は改良しようとする区域
　　　（２）海岸保全施設の種類、規模及び配置
　　　（３）海岸保全施設の段階的な整備 （追加項目）
　　　（４）海岸保全施設による受益の地域及びその状況
　4.3　海岸保全施設の維持又は修繕に関する事項
　　　（１）海岸保全施設の存する区域
　　　（２）海岸保全施設の種類、規模及び配置
　　　（３）海岸保全施設の維持又は修繕の方法
　　　　　・表4.3、図4.1．海岸保全施設の整備に関する基本的な事項 （文章の変更）
５．これからの海岸づくりに向けた重要事項
　5.1 海岸管理者等関係機関における体制づくり
　5.2 市町村による日常的な海岸管理の推進
　5.3 海岸管理者と海岸利用者や海岸協力団体等との連携
　5.4 海岸管理者と大学・研究機関等との連携
　5.5 多様な主体との連携
　5.6 海岸愛護の啓発、海岸環境教育の充実
　5.7 気候変動への対応 （文章の変更）
　5.8 計画の見直し （文章の変更）

『茨城沿岸海岸保全基本計画（改訂版）』（茨城県、令和8年3月）
１．海岸保全基本計画の策定について

２．茨城沿岸の現況と課題

３．海岸の保全に関する基本的な事項

４．海岸保全施設の整備に関する基本的な事項



海岸基本方針における「定めるべき基本的な事項」
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（１）海岸の保全に関する基本的な事項

①海岸の現況及び保全の方向に関する事項

②海岸の防護に関する事項（目標、施策）

③海岸環境の整備及び保全に関する事項（施策）

④海岸における公衆の適正な利用に関する事項（施策）

（２）海岸保全施設の整備に関する基本的な事項

①海岸保全施設の新設又は改良に関する事項

イ 区域

ロ 種類・規模・配置

ハ 受益地域

② 海岸保全施設の維持又は修繕に関する事項

イ 区域

ロ 種類・規模・配置

ハ 維持修繕の方法

H26.6
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三 海岸保全基本計画の作成に関する基本的な事項

１ 定めるべき基本的な事項



３ 海岸の保全に関する基本的な事項

3.1 茨城沿岸の保全の方向

3.2 海岸の防護に関する事項

3.3 海岸環境の整備及び保全に関する事項

3.4 海岸における公衆の適正な利用に関する事項

目 次
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3．海岸の保全に関する基本的な事項
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令和2年（2020年）の基本方針の変更内容、現計画以降に出された「気候
変動適応法」、「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方提言」等の内容を踏ま
え一部修正。

茨城沿岸の保全の方向に関する事項

〈茨城沿岸のあるべき姿と保全の方向〉
茨城沿岸は、勇壮、長大な景観を形づくる一方で、海の脅威から私たちの暮らしを守

る役割を果たしてきた。また、沖合では親潮（寒流）と黒潮（暖流）が交錯する特別な海
域であり、多様な生物相を育む豊かな海岸が形成されている。この生物の多様性と多
彩な海岸景観は、地域固有の貴重な財産であり、それらの資源の永続的な保全を念頭
に置いた持続可能な海岸利用のあり方を確立することが求められている。また、平成
23年3月の東日本大震災がもたらした甚大な被害、影響を教訓とするとともに、将来
の気候変動に伴い予測される高潮等による災害の頻発化・激甚化に適応するため、災
害に強い強靭な海岸との調和を目指した総合的な海岸保全が求められている。この、
人々が豊かに安全に暮らし、また憩い集うことができる魅力的な海岸を茨城沿岸のあ
るべき姿とする。
そして、このあるべき姿を達成し、地域と行政が緊密に連携協力することにより、そ

の恩恵を県民が等しく将来にわたり、享受し続けられるよう努めることを、茨城沿岸の
保全の方向とする。

改訂原案 ｐ.58



３ 海岸の保全に関する基本的な事項

3.1 茨城沿岸の保全の方向

3.2 海岸の防護に関する事項

3.2.1 海岸の防護の目標

（１） 防護すべき地域

（２） 防護水準

（３） 気候変動への適応 【追加項目】

3.2.2 海岸の防護の目標を達成するために実施しようとする施策

3.3 海岸環境の整備及び保全に関する事項

3.4 海岸における公衆の適正な利用に関する事項

目 次
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3．海岸の保全に関する基本的な事項
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【津波】
• 気候変動の影響（海面水位上昇）を考慮したうえでのレベル1
津波を想定

【高潮・波浪】
• 「茨城沿岸計画外力・高潮浸水想定検討委員会」の検討を踏ま
え、潮位・波浪の新しい計画外力を追記。

【侵食】
• 気候変動の影響に伴う高潮と高波浪に対して背後地の防護に
必要な砂浜を確保、維持と明記。

3.2.1 海岸の防護の目標 改訂原案 ｐ.59



3．海岸の保全に関する基本的な事項
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改訂原案 p.59

防護水準

対 象 防 護 水 準

津 波

設計津波 ［気候変動の影響を考慮した上で発生頻度は高く（数十年から
百数十年の頻度）、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波＝レベ
ル1津波］ に対して防護する。

なお、発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす
最大クラスの津波（レベル2津波）に対しては、住民等の生命を守ることを
最優先とし、住民等の避難を軸に、とりうる手段を尽くした総合的な対策を
確立していく。

高潮・波浪
気候変動の影響を考慮して想定される高潮位に、同じく気候変動の影響

を考慮した50年確率波浪の打上高を加えた水位に対して防護する。

侵 食

砂浜海岸にあっては、気候変動の影響を考慮して想定される高潮位に、
同じく気候変動の影響を考慮した50年確率波浪の打上高を加えた高さに
対して背後地の防護に必要な砂浜を確保、維持する。

崖海岸にあっては、崖上の住居、幹線道路等の守るべき資産の安全を確
保する。



3．海岸の保全に関する基本的な事項
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改訂原案 p.61
茨城沿岸の計画外力の諸元

区分 外力諸元 現計画 改訂原案

津波

設計
津波
（L1）

地震名
元禄地震（1703）
チリ地震（1960）

元禄地震（1703）
チリ地震（1960）

津波水位 T.P. + 3.1m～4.2m T.P. + 3.2m～4.8m

最大
クラス
（L2）

地震名
東北地方太平洋沖地震（2011）
H23想定津波

東北地方太平洋沖地震（2011）
H23想定津波

津波水位 T.P. + 4.1m～14.8m T.P. + 4.1m～14.8m

高潮

朔望平均満潮位 T.P. + 0.7m T.P. + 0.7m

平均海面上昇量
（～2100年）

— 0.4ｍ
2℃上昇シナリオ（ＲＣＰ２．６）

計画高潮位 T.P. + 1.53m T.P. + 1.98m

波浪

計画沖波 H0

ENE 9.1m 13.2s
E 8.3m 12.9s
ESE 8.5m 13.0s

ENE 9.3m 13.3s
E 8.5m 13.0s
ESE 8.7m 13.0s

換算沖波 H0’
H0’ 7.2m～8.7m
T0’ 13.0s～13.2s
波向 海岸線の法線方向

H0’ 7.4m～8.9ｍ
T0’ 13.0s～13.3s
波向 海岸線の法線方向



3．海岸の保全に関する基本的な事項
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≪目指すべき堤防高の設定について≫

地域海岸ごとに気候変動の影響を考慮した「設計津波の水位(H1)」と「高
潮波浪による打ち上げ高(H2)」のいずれか高い方に余裕高を加えた高さで
あり、地域海岸内の最大値として設定。

改訂原案 ｐ.63

図 3.1 目指すべき堤防高の設定手順



3．海岸の保全に関する基本的な事項
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地域海岸ごとの計画外力諸元
(潮位、波浪、設計津波、目指すべき堤防高)

改訂原案 ｐ.62



3．海岸の保全に関する基本的な事項
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≪気候変動への適応≫ （追加項目）

気候変動を踏まえた海岸保全のあり方提言（R2.7）を受け、新たに「気候変
動への適応」を追加し、ハード対応とソフト対応を追記

• 外力条件は、評価時点から施設の耐用年数（例えばコンクリート構造物では 50 年）

までの期間中の海面上昇量と台風の強大化による波浪の増大を考慮。

• 海岸保全施設の整備は、環境や利用へ配慮しつつ、堤防・護岸だけでなく他の施設

や砂浜等による面的防護等様々な方策と組み合わせ、防護水準を満たす。

• 気候変動の影響による外力の不確実性を考慮し、海岸保全施設の供用開始から耐

用年数までの間に適宜見直すことを基本とする。

• ハード対策を基本とするが、整備が確実に行われるまでの期間の物的及び人的被

害を最小限にとどめることができるよう、気候変動の予測の基礎資料を得るため

の継続的なモニタリングを実施するとともに、被害予測結果の公表や避難情報の的

確な伝達などのソフト対策を検討することを基本とする。

• 将来にわたり持続可能な海岸の防護・環境・利用の確保を図るため、必要に応じて、

背後地の土地利用の見直しと連動させた防護ラインの見直し（セットバック）につい

ても、併せて検討する。

(ハード対応)

(ソフト対応)

改訂原案 ｐ.64



３ 海岸の保全に関する基本的な事項

3.1 茨城沿岸の保全の方向

3.2 海岸の防護に関する事項

3.2.1 海岸の防護の目標

3.2.2 海岸の防護の目標を達成するために実施しようとする施策

（１） 津波・高潮対策

（２） 侵食対策

（３） 海岸保全施設の整備

（４） 海岸保全に関する基礎的データの取得、蓄積

（５） 海岸保全事業の計画

3.3 海岸環境の整備及び保全に関する事項

3.4 海岸における公衆の適正な利用に関する事項
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改訂原案 ｐ.65-66
（1） 津波・高潮対策

① 地域の海岸特性に対応した津波・高潮対策の推進

• 気候変動の影響に伴う平均海面水位の上昇や外力の長期変化量を適切
に観測・推算し、防護目標の確保へ向けて適切に対応する旨を追記。

② 自然の防災機能の活用
• 緑地や堤防等を一体的に整備することの効果について、気候変動の影

響に伴う平均海面水位の上昇や、外力の長期変化による背後地への被

害軽減について追記。

③ 総合的な防災・減災対策の推進

• 「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方提言」で示された気候変動の
影響を踏まえる旨を追記。
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改訂原案 ｐ.69、p.71（2） 侵食対策

② 砂浜の確保・維持

• 海岸侵食の要因として、気候変動による平均海面水位の上昇や台風
の強大化に伴う荒天時の波高の増大に言及。

• 気候変動による砂浜の長期的変化量の推算と、継続的なモニタリン

グによる、背後地防護のための必要な砂浜幅、地盤高の確保に努め
る旨を記載。

⑤ 土砂管理の推進
• 「総合土砂管理の推進に関する懇談会」で示された「総合土砂管理の

取組着手段階の道すじ及び支援策（令和6年3月）」を踏まえ、砂浜の

継続的なモニタリングと、気候変動による長期的な変化量を適切に推
算し、広域的・長期的な土砂収支および漂砂特性と地形変化メカニズ
ムの把握に努め、沿岸漂砂による土砂の収支が適切となるよう構造

物の工夫等に取り組む旨を明記。
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改訂原案 p.73、p.76-77（3） 海岸保全施設の整備

① 被害を軽減する海岸保全施設の整備

• 気候変動の影響に伴う平均海面水位の上昇および外力の長期変化に
よって生じる堤防等施設の機能の低下など、越波などに対する海岸
保全施設の機能保全への影響が懸念されることから、その影響につ

いて監視し、適切な対応を図る旨を追記。

③ 適切な維持管理・更新

• 海岸保全施設の維持管理に関するマニュアルである、「海岸保全施設
の維持管理マニュアル」（水産庁）に基づき適確に実施する旨を明記。

④ 水門・陸閘等の開口部への対応
• 大洗港区海岸に、新たに整備された水門を

追加。
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改訂原案 ｐ.78（5） 海岸保全事業の計画

② 関係事業者や市町村との連携
• 海岸保全基本方針の変更を受け、「地域のリスクについて、気候変動

の影響による将来変化も含め、地元関係者等と共有した上で、地域
に根ざしたきめ細やかな海岸管理を推進するため、地域の実情に詳
しい地元市町村との連携強化に努める」旨を追記。



３ 海岸の保全に関する基本的な事項

3.1 茨城沿岸の保全の方向

3.2 海岸の防護に関する事項

3.3 海岸環境の整備及び保全に関する事項

3.4 海岸における公衆の適正な利用に関する事項

（１） 地域振興との連携・調和

（２） 地域の個性を生かした親しまれる海岸づくり

（３） 海辺への円滑なアクセスの確保

（４） 海岸保全施設の更新

（５） サーフィン等の海岸利用における利便性と海岸集落の

快適性の向上

（６） 多様な海岸域利用の調整・海岸利用のルールづくり

（７） 海岸の魅力の発信
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3．海岸の保全に関する基本的な事項

68
水難事故注意警告サインの設置例

改訂原案 ｐ.85

（6） 多様な海岸域利用の調整・海岸利用のルールづくり

• 外国人も含めた海岸利用者への十分
な注意喚起と、事故防止に向けた取
組みとして、外国語を併記した水難
事故注意警告サインを記載。



3．海岸の保全に関する基本的な事項

69
民間事業者による海岸利用の例

改訂原案 ｐ.86（7） 海岸の魅力の発信

• 民間事業者による海岸利用例を記載。


